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特例容積率適用区域制度と
　　　　 　　　　土地の有効利用の推進について

特例容積率適用区域制度

特例容積率適用区域制度の活用イメージ

平成12年の都市計画法及び建築基準法の改

正により、既成市街地の再整備のための新た

な制度として「特例容積率適用区域制度」が

創設されました。

この制度は、都市機能が集積する既成市街

地のうち、特に土地の高度利用を図る必要性

が高い区域について、その高度利用を促進し

ていくためのものです。

・商業地域内であること

・道路、鉄道、下水道等の基盤施設が十分に整っていること

・区域内の低未利用地を他の敷地で活用して、区域全体とし
て高度利用を図ることが求められている地域であること

土地所有者等の申請により、敷地ごとに容積率を定めるこ
とで、容積率の移転が可能となります

都市計画で特例容積率適用区域を定めます

こんな区域が対象となります

敷 地 面 積  … 2,000㎡
延べ床面積  … 4,000㎡
容  積  率 … 200％ 

敷地面積：4,000㎡　
容積率：500％ 

…なのでＢの延べ床面積は　　　　
　　　　　　　　20,000㎡です

Ａの床面積6,000㎡を加えると
26,000㎡まで建築可能となります

この時の容積率は650％となります

都市計画で指定された容積率は500％
なのでＡの延べ床面積は10,000㎡ま
で建築は可能です

Ａで利用しない6,000㎡分の床面積
をＢに移転します

※ Ａと、Ｂの土地所有者等の申請に基づき、特定行政庁が、Ａは
200％、Ｂは650％と、敷地ごとに容積率を指定します

※ Ｂのように都市計画に定める容積率を超える場合には、交通上
等の支障がないことが必要です

Ａの敷地の現況

Ｂの敷地の現況

例えば…

都市計画に定められた総容積率（Ａ＋Ｂ）の
　　　　範囲内で、ＡとＢの特例的な容積率を定めます

容積率500％の商業地域でＡの容積率を活用してＢを高度利用による建替えをします


